
平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    第第第第１１１１回回回回    京丹波町教育委員会京丹波町教育委員会京丹波町教育委員会京丹波町教育委員会定例会定例会定例会定例会    議事録議事録議事録議事録    

 

 

Ⅰ 開催日時   平成２６年４月４日（金） 午後１時３０分から  

 

Ⅱ 開催場所   京丹波町ふれあいセンター２階 研修室 

 

Ⅲ 出席委員   大西弘二委員長  奥田健次委員長職務代理者  櫻井博規委員 

         藤本英子委員  藤田道子委員  朝子照夫委員（教育長） 

         ※ 欠席した委員 なし 

 

Ⅳ 出席説明者  中尾裕之教育次長（兼て学校教育課長） 大西義弘社会教育課長 

         上林潤子学校教育課学校教育係主任、德島康善学校教育課総務係長 

 

Ⅴ 傍聴者    なし 

 

【会議内容】 

 

１ 開 会（司会：教育次長） 

  （平成２６年４月１日付け人事異動により教育委員会事務局に配属された職員の紹介 

を行う。） 

 

２ 教育委員長挨拶 

 

３ 前回定例会等議事録の承認について 

【委員長】 平成２５年度第１２回定例会議事録の承認について諮る。 

【全委員】 特に意見等なし。     

【委員長】 承認する旨を告げる。 

 

４ 教育長近況報告 

 【委員長】 教育長に近況報告を求める。 

【教育長】 教育委員会関連行事等の近況報告を行う。 

 

 〈近況報告内容〉 

（１）地域包括医療講演会について 

（２）原子力災害住民避難訓練について 



（３）平成２５年度京丹波町スポーツ賞・文化賞表彰式について 

（４）部落解放同盟南丹地区協議会第３４回定期大会について 

（５）平成２６年度小学校・中学校の教職員配当数について 

（６）今後の主な行事予定等について 

（７）最近の新聞記事による教育行政等に係る状況について 

 

【委員長】 何か質問等はないか。 

【委 員】 スポーツ賞、文化賞の表彰式には、可能な限り全教育委員が出席するべき 

ではないか。 

 【教育次長】平成２５年度については、各団体の代表者に出席案内を行った。教育委員 

会の主催でもあるため、平成２６年度開催時の検討課題としたい。  

 

５ 報告事項 

（１）平成２５年度京丹波町学校経営計画兼学校評価について 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【教育次長】各学校及び幼稚園の最終評価書について説明した。 

【教育長】 各学校・園で評価基準が異なるが、それぞれ細かく評価を行っている。こ

れを基に、今後の学校・園の経営に活用していくことになる。 

【委員長】 何か質問はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

 

（２）平成２６年度幼・小・中学校職員体制及び学級編成について 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【教育次長】平成２６年度幼・小・中学校職員体制及び学級編成について説明した。 

【委員長】 何か質問はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

 

（３）平成２６年度京丹波町教育委員会事務局体制について 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【教育次長】平成２６年度京丹波町教育委員会事務局体制について説明した。 

【委員長】 何か質問はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

 

（４）平成２５年度下半期の教育委員会後援名義使用承認状況について 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【教育次長】平成２５年度下半期の教育委員会後援名義使用承認状況について説明した。 



      上半期の承認件数が３０件、下半期が１１件、平成２５年度合計で４１件

の承認を行った。 

【委員長】 何か質問はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

 

（５）社会教育課関係報告 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【課 長】 平成２６年４月の社会教育関係事業等について説明した。 

【委員長】 何か質問はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

 

６ 議 事 

（１）承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【教育次長】京丹波町教育委員会の権限に属する事務の一部を委任する規則（平成１７

年教育委員会規則第７号）第３条第１項の規定により、京丹波町学校教育

指導主事の任命を専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告

し承認を求める。 

【委員長】 何か意見等はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

【委員長】 承認第１号について、原案どおり決することとする。 

 

（２）承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【課 長】 京丹波町教育委員会の権限に属する事務の一部を委任する規則（平成１７

年教育委員会規則第７号）第３条第１項の規定により、京丹波町社会教育

指導員の任命を専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告し

承認を求める。 

【委員長】 何か意見等はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

【委員長】 承認第２号について、原案どおり決することとする。 

 

（３）承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【課 長】 京丹波町教育委員会の権限に属する事務の一部を委任する規則（平成１７

年教育委員会規則第７号）第３条第１項の規定により、京丹波町社会教育



指導員兼学校教育指導主事の任命を専決処分したので、同条第２項の規定

によりこれを報告し承認を求める。 

【委員長】 何か意見等はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

【委員長】 承認第３号について、原案どおり決することとする。 

 

（４）承認第４号 専決処分の承認を求めることについて 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【教育次長】京丹波町教育委員会の権限に属する事務の一部を委任する規則（平成１７

年教育委員会規則第７号）第３条第１項の規定により、京丹波町立学校・

幼稚園の学校（園）医、学校（園）歯科医及び学校（園）薬剤師の委嘱を

専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

【委員長】 何か意見等はないか。 

【全委員】 昨年度から異動はあるか。 

【教育次長】学校薬剤師が１名交代した。 

【委員長】 他に意見等はないか。 

【委 員】 特に意見なし。 

【委員長】 承認第４号について、原案どおり決することとする。 

 

（５）承認第５号 専決処分の承認を求めることについて 

【委員長】 事務局に説明を求める。 

【課 長】 京丹波町教育委員会の権限に属する事務の一部を委任する規則（平成１７

年教育委員会規則第７号）第３条第１項の規定により、京丹波町中央公民

館及び和知公民館の館長の任命を専決処分したので、同条第２項の規定に

よりこれを報告し承認を求める。 

【委員長】 何か意見等はないか。 

【全委員】 特に意見なし。 

【委員長】 承認第５号について、原案どおり決することとする。 

 

（６）議案第１号 京丹波町教育振興基本計画について 

 【委員長】 事務局に説明を求める。 

 【教育長】 ３月２８日に策定委員会の原委員長から、教育振興基本計画の答申を受け 

た。簡素に分かりやすくまとめられたものであり、今後、随時追加してい 

きたいと考えている。今年の７月に、原委員長を招いて教職員を対象とし 

た研修会を実施する予定である。 

 【委員長】 何か意見等はないか。 



 【全委員】 特に意見なし。 

 【委員長】 議案第１号について、原案どおり決することとする。 

 

７ 協議事項 

（１）京丹波町営住宅入居者選考委員会委員の選出について 

 【委員長】 事務局に説明を求める。 

 【教育次長】町土木建築課から、町営住宅入居者選考委員会委員の選出について依頼が 

あった。任期は平成２６年４月１日から２年間で、委員１名の選出をお願 

いしたい。 

 【委員長】 委員の意見を伺う。 

 【委 員】 引き続き櫻井委員にお願いできないか。 

 【櫻井委員】了解する。 

【委員長】 町営住宅入居者選考委員会委員には櫻井委員を選任する。 

 

（２）南丹地区教科用図書採択協議会委員の選任について 

 【委員長】 事務局に説明を求める。 

 【教育次長】平成２７年度に小学校において使用する教科用図書の採択にあたり、南丹 

教育局から教科用図書採択協議会委員の選出について依頼があった。協議 

会規約により、各市町教育委員会から３名を選出するが、内２名は教育委 

員長と教育長を充てることとしている。あと１名の選出についてお願いし 

たい。 

 【委員長】 委員の意見を伺う。 

 【委 員】 藤田委員にお願いできないか。 

 【藤田委員】了解する。 

 【委員長】 南丹地区教科用図書採択協議会委員には藤田委員を選出し、教育長、教育 

委員長と合わせた３名が協議会に出席することとする。 

 

（３）次回定例会の開催について 

【教育次長】平成２６年度第２回定例会の日時について調整をお願いする。 

【委員長】 委員に意見を伺う。 

【委 員】 ５月９日（金）の午前にしてはどうか。 

【全委員】 異議、意見等なし。 

【委員長】 平成２６年度第２回定例会は５月９日（金）の午前に開催することとする。 

      場所等については、事務局で調整をお願いする。 

 

 



（２）その他 

  【係 長】 当面の研修会開催日程について連絡した。 

 

８ 教育委員長職務代理者閉会宣言 

 

（午後２時５０分閉会）以上 

 

 

 

■ 委 員 長 

 

                                      

 

■ 委員長職務代理者 

 

                                      

 

■ 委 員 

 

                                      

 

■ 委 員 

 

                                      

 

■ 委 員 

 

                                      

 

■ 教 育 長 

 

                                      

 

 

 

（調製者 教育次長 中尾 裕之） 


